投票 (とうひょう)支援 (しえん)カード

　投票 (とうひょう)の際 (さい)にお手伝 (てつだ)いが必要 (ひつよう)な方 (かた)は、このカードに書 (か)いて「選挙 (せんきょ)のお知 (し)らせ」と一緒 (いっしょ)に投票所 (とうひょうじょ)の係員 (かかりいん)に渡 (わた)してください。係員 (かかりいん)がお手伝 (てつだ)いします。

１．希望 (きぼう)するコミュニケーション方法 (ほうほう)を選 (えら)んでください。
□　会話 (かいわ)　　　□　メモ（筆談 (ひつだん)）
□　指 (ゆび)さし（コミュニケーションボード）









２．手伝 (てつだ)ってほしいことを選 (えら)んでください。
□　投票 (とうひょう)用紙 (ようし)に代 (か)わりに書 (か)いてほしい。（代理 (だいり)投票 (とうひょう)）
□　投票 (とうひょう)所内 (じょない)を誘導 (ゆうどう)（案内 (あんない)）してほしい。
□　そのほかに手伝 (てつだ)ってほしいことがあれば書 (か)いてください。
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代理 (だいり)投票 (とうひょう)とは
病気 (びょうき)やケガ (けが)、その他 (た)の事情 (じじょう)によって投票 (とうひょう)用紙 (ようし)に文字 (もじ)を書 (か)くことができない方 (かた)に代 (か)わり、投票所 (とうひょうじょ)の係員 (かかりいん)が本人 (ほんにん)の指示 (しじ)どおりに代筆 (だいひつ)します。家族 (かぞく)や同行者 (どうこうしゃ)が代 (か)わりに書 (か)くことはできません。
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